
事業継続と法環境研究会 2015 年度 第 6 回会合 （議事録） 
 

１．会合概要 

(1) 開催⽇時  2016 年 1 ⽉ 21 ⽇(⽊) 18：00‐20：00 

(2)  場所  所在地：東京都港区⻄新橋 2‐11‐5 TKK ⻄新橋ビル７階 

    会場名：シーマ・ラボ・ジャパン株式会社会議室 

(3) 今回の議⻑役：森 

(4) 議事録作成者：上⽥ 

(5) 今回の幹事：森 

(6) 出席者：6 名  ⽋席者：5 名 

 

出席メンバー  出席メンバー  オブザーバー など 

1.  座⻑  森 健    8.  畠⽥ 孝⼦  (⼤阪)     

2.  副座⻑  上⽥悦久    9.  前⽥ もろび   

3.  井上 修⼀ X    10.  志⽅ 宣之  X   

4.  ⼩友 修   X    11.  及川 学    

5.  ⼩⼭ 和博     12.  

6.  篠原 秀⼀    13.   

7.  杉原 利典  (⼤阪)    14.   

 

(7) 主要な決定事項 

特になし。 

 

(8) 次回開催予定 

① 開催⽇時：6 回 2016 年 2 ⽉ 18 ⽇（⽊）：18：00‐19：30（予定） 

② 場所  所在地：東京都港区⻄新橋 2‐11‐5 TKK ⻄新橋ビル 

    会場名：シーマ・ラボ・ジャパン株式会社   

③ テーマ：地震・感染症（及川さん、⼩⼭さん） 

 

  (9) 配付資料 

「情報セキュリテイ リスク対策概観」 

 

２．議事内容 

(1) 情報セキュリティ 

森さんから説明および討議内容。 

 情報セキュリティ関連で、いきなり事業が中断するのは、サイバーテロでシステムが破壊

されたりする場合ではないか。 



 情報漏えいの発⽣で、いきなり中断することはないのでは。確かに信⽤失墜で、顧客を喪

失することで経営上の問題にはなるが、ＢＣＰの発動という事態にはならないのではない

か。事案の発⽣後は、ＢＣではなく、危機管理の問題ではないか。 

 安全管理措置の徹底など、⼀般のリスク対策と共通する部分や、コンプライアンスの徹底

と共通する部分も多い。 

 事前対策 ⇒取得＊利⽤提供＋保管廃棄 それぞれの安全管理措置の徹底 

発⽣後の対応 ⇒危機管理として対応することになるので、BC と関連しないのでは。 

 個⼈情報保護法（⼀般法）の特措法が、マイナンバー法（⾏政⼿続きにおける特定の個⼈

を識別するための番号等の利⽤に関する法律） 

 経産省の安全対策ガイドライン  は、法令ではないが実務的には標準とされる。 

 関係する法規では、不正アクセル禁⽌に関する法律(3/4 条）（サーバーへの不正侵⼊）、電

気通信事業法（4 条）、刑法（電⼦計算機損壊等業務妨害←サーバーテロ）、著作権法（コ

ンテンツやソフトの海賊版の販売）、不正競争防⽌法（営業秘密の保護）、などが考えられ

る。 

 情報セキュリティの内容と性質によって、適応される法律が異なる。 

 

３．次回の討議 

（１）討議予定テーマ 

第１回 8 ⽉ 20 ⽇（⽊） 活動計画確認 

第 2 回 9 ⽉ 17 ⽇（⽊） ⾵⽔害発表、井上/上⽥、9/17 

第３回 10 ⽉ 29 ⽇（⽊） 豪雪発表、篠原、10/29 

第４回 11 ⽉ 19 ⽇（⽊） ⽕⼭噴⽕発表、志⽅、11/19 

第５回 12 ⽉ 14 ⽇（⽉） テロ発表、⼩友/前⽥、12/10⇒12/14 

第６回 1 ⽉ 21 ⽇（⽊） 情報セキュリティ発表、森、1/21 

第 7 回 2 ⽉ 18 ⽇（⽊） 地震/感染症発表、⼩⼭/及川、2/18 

第 8 回 3 ⽉ 10 ⽇（⽊） まとめ 

 

４．その他 

なし 

 

以上 


